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第 ７ ４ 号 議 案 （ 議 員 提 出 議 案 ）  

 

   島 本 町 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る  

   条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て  

 

 島 本 町 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。  

 

  令 和  ７  年 １ ２ 月 １ ５ 日 提 出  

 

   提 出 者  島 本 町 議 会 議 員  

 

           すえおか 友  行    月  足  ま さ や  

           河  上  り  さ    東  田  ま さ き  

           清  水  貞  治    福  嶋  保  雄  

           中  田  み ど り    永  山  優  子  

川  嶋  玲  子    野  口  日 利 美  

 

 

 

 提 案 理 由  

  令 和 ７ 年 人 事 院 勧 告 の 給 与 に 関 す る 勧 告 の 内 容 に 鑑 み 、 改 正

す る も の 。  
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島本町条例第   号  

 

   島本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の  

   一部を改正する条例  

 

第１条  島本町 議会議員 の議員 報酬及び 費用弁 償等に関 する条 例

（昭和３ ５年島 本町条例 第９３ 号）の一 部を次 のように 改正す

る。  

第７条第 ２項 中 「１００ 分の ２ ２２．５ 」を 「 １００分 の２

４２．５」に改める。  

第２条  島本町 議会議員 の議員 報酬及び 費用弁 償等に関 する条 例

の一部を次のように改正する。  

第７条第 ２項 中 「１００ 分の ２ ４２．５ 」を 「 １００分 の２

３２．５」に改める。  

附  則  

（施行期日等）  

第１条  この条 例 は、公 布の日 から施行 する。 ただし、 第２条 の

規定は、令和 ８年４月１日から施行する。  

２  第１ 条の規 定による 改正後 の島本町 議会議 員の議員 報酬及 び

費用弁償 等に関 する条例 （以下 「改正後 の議員 報酬条例 」とい

う。）の規定は、 令和７年１２月１日から適用する。  

（期末手当の内払）  

第２条  令和７ 年１２月 １日か らこの条 例の施 行の日の 前日ま で



－ 74 の 4 － 

の間にお いて、 第１条の 規定に よる改正 前の島 本町議会 議員の

議員報酬 及び費 用弁償等 に関す る条例の 規定に 基づいて 支給さ

れた期末 手当は 、改正後 の議員 報酬条例 の規定 に基づく 期末手

当の内払 とみな し、その 差額が あるとき は、そ の差額は 、同条

の規定の施行の日以後の最初の議員報酬の支給日に支給する。  
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